
運転者等の講習に関する規程 ［昭和47年４月１日岐阜県公安委員会規程第２号］ 

 

改正 昭48県公委規程３号・同６号、昭51県公委規程３号、昭55県公委規程１号、昭56県公委規程４

号、昭60県公委規程６号、平２県公委規程３号、平４県公委規程６号、平６県公委規程４号、

平８県公委規程４号、平10県公委規程５号、平14県公委規程７号、平16県公委規程２号、平19

県公委規程５号、平21県公委規程１号、平26県公委規程４号、平27県公委規程７号、平成29

年県公委規程３号、平成30年県公委規程１号 

 

   第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」という。）第108条の２第１項

第１号から第13号まで及び第２項並びに運転免許に係る講習等に関する規則（平成６年国家公安

委員会規則第４号。以下「国公委規則」という。）第４条第２項に規定する講習（以下「講習」と

いう。）を行うに当たって必要な手続を定めることを目的とする。 

 （講習の区分等） 

第２条 この規程に定める講習の区分及び用語の意義は、それぞれ次のとおりとする。 

(１) 「安全運転管理者等講習」とは、法第108条の２第１項第１号に規定する安全運転管理者又

は副安全運転管理者（以下「安全運転管理者等」という。）に対する講習をいう。 

(２) 「取消処分者講習」とは、法第108条の２第１項第２号に規定する取消処分者等又は準取消

処分者等に対する講習をいう。 

(３) 「停止処分者講習」とは、法第108条の２第１項第３号に規定する免許の保留、免許の効力

の停止又は６月を超えない範囲内の自動車等の運転の禁止（以下「免許の停止等」という。）

を受けた者に対する講習をいう。 

(４) 「大型車講習」、「中型車講習」、「準中型車講習」及び「普通車講習」とは、法第108条の２

第１項第４号に規定する免許を受けようとする者に対する講習をいう。 

(５) 「大型二輪車講習」及び「普通二輪車講習」とは、法第108条の２第１項第５号に規定する

免許を受けようとする者に対する講習をいう。 

(６) 「原付講習」とは、法第108条の２第１項第６号に規定する免許を受けようとする者に対す

る講習をいう。 

(７) 「旅客車講習」とは、法第108条の２第１項第７号に規定する免許を受けようとする者に対

する講習をいう。 

(８) 「応急救護処置講習」とは、法第108条の２第１項第８号に規定する免許を受けようとする

者に対する講習をいう。 

(９) 「指定自動車教習所職員講習」とは、法第108条の２第１項第９号に規定する指定自動車教

習所の職員（以下「指導員等」という。）に対する講習をいう。 

(10) 「初心運転者講習」とは、法第108条の２第１項第10号に規定する基準該当初心運転者に対

する講習をいう。 

(11) 「更新時講習」とは、法第108条の２第１項第11号に規定する運転免許証（以下「免許証」

という。）の更新を受けようとする者、特定失効者又は特定取消処分者に対する講習をいう。 

(12) 「高齢者講習」とは以下の講習をいう。 



ア 法第108条の２第１項第12号に規定する講習で、更新期間が満了する日における年齢が70

歳以上の者又は法第89条第１項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が70歳

以上の特定失効者若しくは特定取消処分者に対する高齢者講習（以下「更新時高齢者講習」

という。） 

イ 法第108条の２第１項第12号に規定する講習で、法第101条の７第５項の規定による通知

を受けた者に対する高齢者講習（以下「臨時高齢者講習」という。） 

ウ 国公委規則第２条第１項第１号の表の区分欄の一の項に規定する更新期間が満了する日

における年齢が70歳以上75歳未満の者及び同項第２号の表の区分欄の一の項に規定する更

新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者に対する特定任意高齢者講習（以下「簡

易講習」という。） 

エ 国公委規則第２条第１項第１号の表の区分欄の二の項に規定する更新期間が満了する日

における年齢が70歳以上75歳未満の者並びに同項第２号の表の区分欄の二及び三の項に規

定する更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者に対する特定任意高齢者講習

（以下「シニア講習」という。） 

(13) 「違反者講習」とは、法第108条の２第１項第13号に規定する免許を受けた者又は国際運転

免許証等を所持する者で、軽微違反行為をし、当該違反行為が法第102条の２の道路交通法施

行令（昭和35年政令第270号。以下「政令」という。）で定める基準に該当することとなった

者に対する講習をいう。 

(14) 「認知機能検査員講習」とは、国公委規則第４条第２項に規定する認知機能検査の実施に必

要な技能及び知識に関する講習をいう。 

 （講習の実施機関等） 

第３条 講習は、取消処分者講習、初心運転者講習、臨時高齢者講習及び認知機能検査員講習を除き、

法第108条の２第３項の規定により、道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号。以下「施行

規則」という。）第38条の３に定める者に委託して行うものとする。 

２ 停止処分者講習の施設として、岐阜運転者講習センターを岐阜市に置く。 

３ 更新時講習の施設として、前項に定める施設のほか、西濃運転者講習センターを大垣市に、中濃

運転者講習センターを関市に、多治見運転者講習センターを多治見市に、東濃運転者講習センター

を中津川市に、飛騨運転者講習センターを高山市に置く。 

４ 前２項の施設には、施行規則に定める所要の講習用機材を置くものとする。 

 （講習修了（終了）証明書の交付等） 

第４条 この規程に定める講習を修了（終了）した者に対しては、違反者講習を受講した者を除き、

講習修了（終了）証明書を交付するものとする。ただし、更新時講習に関する講習修了（終了）証

明書は、講習を受けた者から申出があった場合に限り、これを交付するものとする。また、安全運

転管理者等講習の受講者については、安全運転管理者証（岐阜県道路交通法施行規則（以下「岐阜

県規則」という。）第５号様式の３）又は副安全運転管理者証（岐阜県規則第５号様式の４）の責

任者欄への押印をもってこれに代えるものとする。  

 （本部長への委任） 

第５条 この規程に定めるもののほか、講習の実施にかかる必要な事項は岐阜県警察本部長が定める。 

   第２章 講習 

 （安全運転管理者等講習） 



第６条 安全運転管理者等講習を行うときは、あらかじめ法第74条の３第１項に規定する自動車の使

用者に対し、当該安全運転管理事業所における安全運転管理者等の氏名、受講の期日及び場所等必

要な事項を通知するものとする。 

 （取消処分者講習） 

第７条 取消処分者講習は、「四輪車学級」と「二輪車学級」に区分して行うものとする。 

２ 各学級の１グループの定員は、４人を基準とする。 

 （停止処分者講習） 

第８条 停止処分者講習は、免許の停止等の期間が40日未満の者にかかる講習（以下「短期講習」と

いう。）、免許の停止等の期間が40日以上90日未満の者にかかる講習（以下「中期講習」という。）

及び免許の停止等の期間が90日以上の者にかかる講習（以下「長期講習」という。）に区分して行

うものとする。 

２ 短期講習、中期講習及び長期講習は、受講者の危険性の態様に応じ、これを特別学級及び一般学

級に分けて行うものする。 

 （大型車講習等） 

第９条 大型車講習、中型車講習、準中型車講習、普通車講習、大型二輪車講習、普通二輪車講習、

応急救護処置講習、原付講習及び旅客車講習の免許取得時に行う講習は、あらかじめ講習の日時、

場所を定めて行うものとする。 

 （指定自動車教習所職員講習） 

第10条 指定自動車教習所職員講習は、技能検定員講習、教習指導員講習並びに卒業証明書又は修了

証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員の講習に区分して行

うものとする。 

２ 指定自動車教習所職員講習は、あらかじめ指定自動車教習所を管理する者に対し、当該指定自動

車教習所における指導員等の氏名、受講の期日及び場所等必要な事項を通知するものとする。 

 （初心運転者講習） 

第11条 初心運転者講習は、あらかじめ受講者に対し、受講の日時、場所等必要な事項を通知するも

のとする。 

 （更新時講習） 

第12条 更新時講習は、優良運転者講習、一般運転者講習、違反運転者講習及び初回更新者講習に区

分して行うものとする。この場合、法第101条の２第１項に規定する更新期間前に免許証の更新を

受けようとする者、特定失効者及び特定取消処分者を除き、法第101条第１項に規定する免許証の

更新期間内に受けさせるものとする。 

２ 更新時講習は、講習の日時、場所を指定して行うものとする。 

 （高齢者講習） 

第13条 高齢者講習は、更新時高齢者講習、臨時高齢者講習及び簡易講習並びにシニア講習に区分し

て行うものとし、臨時高齢者講習以外は受講者が選択することができるものとする。 

２ 更新時高齢者講習及び臨時高齢者講習は、あらかじめ受講者に対し、受講の日時、場所等必要な

事項を通知するものとする。 

３ 更新時高齢者講習は法第101条の４に規定する期間内に、臨時高齢者講習は法第101条の７に規定

する期間内に、簡易講習及びシニア講習は政令第37条の６の２第１項第１号に規定する期間内に受

けさせるものとする。 



４ 簡易講習を選択する者は、法第108条の２第２項並びに国公委規則第２条第１項第１号及び第２

号の各表の区分欄の一の項に基づき、コースにおける自動車等の運転をすることにより、加齢に伴

って生ずる身体の機能の低下が自動車等の運転に著しい影響を及ぼしているかどうかについて確

認を行う講習（以下「チャレンジ講習」という。）を受講し、チャレンジ講習受講結果確認書の交

付を受けなければならない。ただし、更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の者について

は、これに加えて法第101条の４第２項の規定により受検した認知機能検査（法第97条の２第１項

第３号イに規定する認知機能検査をいう。）の結果を基に、施行規則第29条の３第１項の式により

算出した数値が76以上でなければならない。 

 （違反者講習） 

第14条 違反者講習は、社会参加活動を含む講習、社会参加活動を含まない講習に区分して行うもの

とする。 

２ 違反者講習は、あらかじめ受講者に対し、受講の日時、場所等必要な事項を通知するものとする。 

 （認知機能検査員講習） 

第15条 認知機能検査員講習を行うときは、当該認知機能検査員講習の実施予定期日の30日前までに、

開催の日時、場所等必要な事項を公示するものとする。 

    附 則 

 （施行期日） 

第１条 この規程は、昭和47年４月１日から施行する。 

 （運転免許の行政処分に関する規程の一部改正） 

第２条 運転免許の行政処分に関する規程（昭和44年岐阜県公安委員会規程第３号）の一部を次のよ

うに改める。 

  第10章を次のように改める。 

  第10章 削除 

  第42条から第48条まで 削除 

  第49条中「第10章各条」を「運転者等の講習に関する規程（昭和47年岐阜県公安委員会規程第２

号）第３章各条」に改める。 

   附 則［昭和48年４月１日岐阜県公安委員会規程第３号］ 

 この規程は、昭和48年４月１日から施行する。 

   附 則［昭和48年８月１日岐阜県公安委員会規程第６号］ 

 この規程は、昭和48年８月１日から施行する。 

   附 則［昭和51年７月９日岐阜県公安委員会規程第３号］ 

 この規程は、昭和51年10月１日から施行する。 

   附 則［昭和55年２月１日岐阜県公安委員会規程第１号］ 

 この規程は、昭和55年２月１日から施行する。 

   附 則［昭和56年３月11日岐阜県公安委員会規程第４号］ 

 この規程は、昭和56年４月１日から施行する。 

   附 則［昭和60年12月13日岐阜県公安委員会規程第６号］ 

 この規程は、昭和61年１月１日から施行する。 

   附 則［平成２年８月10日岐阜県公安委員会規程第３号］ 

１ この規程は、平成２年９月１日から施行する。 



２ この規程の施行の際、旧規程第２条第１項第１号に規定する講習は、平成３年８月31日まで、な

お従前の例による。 

   附 則［平成４年10月30日岐阜県公安委員会規程第６号］ 

 この規程は、平成４年11月１日から施行する。 

   附 則［平成６年５月６日岐阜県公安委員会規程第４号］ 

 この規程は、平成６年５月10日から施行する。 

   附 則［平成８年８月23日岐阜県公安委員会規程第４号］ 

 この規程は、平成８年９月１日から施行する。 

   附 則［平成10年９月25日岐阜県公安委員会規程第５号］ 

 この規程は、平成10年10月１日から施行する。 

   附 則［平成14年５月30日岐阜県公安委員会規程第７号］ 

 この規程は、平成14年６月１日から施行する。 

   附 則［平成16年３月22日岐阜県公安委員会規程第２号］ 

 この規程は、平成16年３月22日から施行する。 

   附 則［平成19年５月２日岐阜県公安委員会規程第５号］ 

 この規程は、平成19年６月２日から施行する。 

   附 則［平成21年３月16日岐阜県公安委員会規程第１号］ 

 この規程は、平成21年４月１日から施行する。 

   附 則［平成26年５月30日岐阜県公安委員会規程第４号］ 

 この規程は、平成26年６月１日から施行する。 

   附 則［平成27年５月22日岐阜県公安委員会規程第７号］ 

 この規程は、平成27年６月１日から施行する。 

   附 則［平成29年２月27日岐阜県公安委員会規程第３号］ 

１ この規程は、平成29年３月12日から施行する。 

２ この規程の施行の際、旧規程第２条第12号に規定する講習は、運転免許証の有効期間の満了日が

平成29年９月11日までの者については、なお従前の例による。 

   附 則［平成30年３月16日岐阜県公安委員会規程第１号］ 

 この規程は、平成30年４月１日から施行する。 


